
 

合同会社はこだて恵山地熱「（仮称）恵山地熱発電事業環境影響評価

方法書」に対する通知について 
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産業保安グループ 

 

合同会社はこだて恵山地熱「（仮称）恵山地熱発電事業環境影響評価方法書」につ

いては、環境の保全についての適正な配慮がなされており、電気事業法（昭和３９

年法律第１７０号）第４６条の８第１項の規定による勧告をする必要がないと認め

られるため、本日、同条第２項の規定に基づき、合同会社はこだて恵山地熱に対し、

その旨を通知した。 

 なお、当該案件は、第二種事業であるものの、同社から経済産業大臣に届出のあ

った第二種事業概況等について、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第４条

第３項に基づき、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選

定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環

境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための

手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める

省令（平成１０年通商産業省令第５４号）」第１６条（第二種事業の判定の基準）に

掲げる要件のいずれかに該当するか確認した結果、同条第１４号（自然環境）及び

第２２条イ（自然公園）の規定に該当し、環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあると認められることから、環境影響評価法第４条第３項第１号の規定に基づ

き、同社に対し、環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨の通知を行っ

たものである。このため、当該案件は、計画段階環境配慮書に係る手続きは行われ

ていない。 

 

（参考）当該地点の概要 

１．計画概要 

   場    所：北海道函館市柏野町 

   原動力の種類：汽力（地熱） 

   出    力：最大９，９００キロワット 

 

２．これまでの環境影響評価に係る手続 

  ＜第二種事業についての判定＞ 

第二種事業概要等の届出受理 令和 ３年１１月 ８日 

北 海 道 知 事 意 見 照 会 令和 ３年１１月１５日 

北 海 道 知 事 意 見 受 理 令和 ３年１２月１６日 

第二種事業についての判定 令和 ３年１２月２３日 

 



 

 

＜環境影響評価方法書＞ 

環 境 影 響 評 価 方 法 書 受 理 令和 ４年１１月２４日 

住 民 意 見 の 概 要 等 受 理 令和 ５年 １月２３日 

北 海 道 知 事 意 見 受 理 令和 ５年 ４月１３日 

経 済 産 業 大 臣 通 知 発 出 令和 ５年 ５月 ８日 

 

問い合わせ先：電力安全課 長尾、一ノ宮 

電話：０３－３５０１－１７４２（直通） 


